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1. 背景および目的 

土壌汚染対策法では、土壌汚染の除去等の措置において汚染除去等計画の作成前に、汚染の除去等の処理方

法（以下「措置技術」という）の適用性の確認を予め行うことが規定されている 1)。また、土壌汚染対策法に

基づく調査及び措置に関するガイドライン 2)や区域内措置優良化ガイドブック 3)には、予定している措置技術

によって予想通りに処理ができるか「適用可能性試験」で効果を確認すること等が記されている。しかしなが

ら、その具体的な方法や手順については示されていない。そのため、（一社）土壌環境センター（以下「セン

ター」という）に設置された、土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会（以下「適

用性試験部会」という）では、2022年度から適用可能性試験の具体的な方法や手順に関する調査・検討を行い、

これまでに 2つの措置技術（オンサイト土壌洗浄、原位置生物処理）に対して適用可能性試験の具体例を提示

した 4), 5), 6), 7)。適用性試験部会は第 2期として 2024年度も活動を継続し、検討対象を他の措置技術にも拡大し

て試験方法や手順の作成を進めている。 

本稿では、揮発性有機化合物（以下「VOC」という）による土壌汚染を対象とした原位置化学処理のうち、

還元分解について適用可能性試験の手順および留意点を検討した結果について報告する。なお、本稿での報告

内容は検討の最終結果ではなく、あくまで現段階における案となっている。 

また適用性試験部会では、本稿の他に透過性地下水浄化壁と原位置加熱脱着処理の適用可能性試験に関する

報告 8), 9)も行っており、本稿と合わせて参考としていただきたい。 

 

2. 適用可能性試験の検討対象 

検討対象の措置技術は、土壌中に薬剤を添加して化学

的に特定有害物質を分解する原位置化学処理とした。セ

ンター技術委員会の調査によると、原位置化学処理はこ

れまで継続して数多くの実績があり、適用可能性試験の

手順作成に対して一定のニーズがあると考えられる。 

また、原位置化学処理は酸化分解と還元分解に大別さ

れる。本稿ではトリクロロエチレンや 1,1,1-トリクロロ

エタン等の VOC を対象とする還元分解に焦点を当て、

還元分解としての施工事例が多い鉄粉を用いた攪拌混合

工法（以下「鉄粉混合」という）を検討対象として選択

した。 

同処理は、原位置で還元剤の一種である鉄粉を土壌と

機械的に攪拌混合する（図-1）。その結果、鉄粉表面で

生じる鉄の溶解に伴って脱塩素化反応を進行させ、VOC

を還元分解する処理である 10)。 

 

3. 適用可能性試験の目的 

鉄粉混合による還元分解では、処理対象土壌の土質区分や強度等の性状、および pH や硫酸イオン等の阻害

要因によって VOCの分解挙動は大きく影響を受ける。そのため、事前の適用可能性試験や現地試験、シミュ 
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図-1 鉄粉を用いた攪拌混合工法の概念図 3) 
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4.2 試料採取 

4.4 試料調整および試験体作製 

4.3 採取試料の初期性状確認 

 

4.6 測定 

4.5 養生 

 

図-2 試験フロー例 

4.1 試験前の確認 

4.7 試験結果の評価 

4.8 評価報告書の作成 

レーション、実績等により、選定した措置技術で浄化対象物質を処理できることを確認しておく必要がある。

特に、浄化対象物質を分解する薬剤の効果およびその反応条件の確認は重要である 3), 11)。 

よって、本稿の適用可能性試験の目的は、サイトの土壌試料を用いて鉄粉混合による還元分解を模擬した室

内バッチ試験を行い、浄化対象物質の分解が十分に進行するかどうかを確認することとした。 

 

4. 適用可能性試験フロー 

 適用可能性試験の試験フロー例を図-2に示す。試験フローは適用性試験部会の会員企業の経験や事例、文献

調査の結果等をもとに作成した。試験フローは 8つのステップから構成されており、各ステップの内容につい

て以下で詳しく述べる。なお、本試験フローは標準的な手法ではなく、あくまで具体的な試験方法の一例の提

示である点に留意願いたい。 

 

4.1 試験前の確認 

 鉄粉混合による還元分解の適用可能性のあるサイトであるか、適用

可能性試験を実施し評価することが妥当かを判断するため、以下に示

す現地の前提条件の確認を行う。 

・基準不適合物質の種類と土壌溶出量 

・基準不適合土壌の範囲と深さ 

・浄化対象物質は還元分解が可能か 

・土質区分、強度（N値等） 

・浄化目標 

・地下水位 

 

4.2 試料採取 

現地にて、基準不適合土壌の試料を採取する。試料採取地点は、汚

染状況や土質等を勘案し、例えば汚染濃度が最大の箇所や、土質が大

きく異なる箇所等の複数地点を適切に設定する。 

※試料はボーリングマシン等により対象深度の土壌を採取する。 

・試料採取量 

   試験に十分足りる量を確保する。目安として、3～10 kg程度（礫が混じる場合は、それらを除いた重量）。 

※試験に十分足りる量とは、例えば後述の「4.3 採取試料の初期性状確認」における測定用、「4.4 試料調

整および試験体作製 (3)」で示す作製数量が確保できる土壌量である。 

・試料の保存 

土壌試料は密封できる容器や真空パック等に空隙が残らないように詰め、環境の変化による影響を与え

ないように注意して冷暗所で保管する。試料の保存容器の例を写真-1に示す。 

 

   

写真-1 適用可能性試験に用いる試料の保存容器の例 7) 

 

4.3 採取試料の初期性状確認 

採取した土壌試料を用いて各種分析を行う。その結果から得られる以下の情報をもとに、鉄粉による還元分

解の可能性を予め推定する。 

・浄化対象物質 
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採取した土壌中の浄化対象物質（分解生成物を含む）の種類や土壌溶出量が「4.1 試験前の確認」で確

かめたものと同等であるかを確認し、後述の試験における還元分解の可能性の指標とする。浄化対象物質

の濃度が高い場合やその種類によっては還元分解が困難となる懸念がある。 

・化学的性状、阻害要因 

還元分解に影響を及ぼす阻害要因の有無を含めて、地盤環境中の化学的性状を確認する。例えば、pH（JGS 

0211：土懸濁液の pH 試験方法）、TOC（全有機体炭素量、JGS 0231 有機炭素含有量試験方法）、SO4
2-

（硫酸イオン、JGS 0241 水溶性成分含有量試験方法）等の値を予め把握する。pH や TOC 濃度、SO4
2-濃

度が高い場合は鉄粉の反応性が低下し、浄化困難となる懸念がある。 

・対象土壌の含水比等（例：JIS A 1203 土の含水比試験方法） 

「4.4 試料調整および試験体作製」の試験体作製時の液固比を決定する際の元データとするため、原地

盤での含水比等を測定し、自然含水比を確認しておく。 

 

4.4 試料調整および試験体作製 

まず、土壌は自然含水比状態で鉄粉を均一に混合可能か、あるいは加水が必要かを確認するため、試料調整

を行って試験に適した液固比を把握する。その結果をもとに設定した液固比条件で、還元分解の効果を確認す

るための試験体を作製する。 

(1) 試験条件（液固比）の設定手順 

①前処理（均一化、図-3） 

土壌試料中の礫等を除去し、密閉されたポリエチレン袋内もしくは嫌気環境下にて均一化する。 

 

 

図-3 前処理（均一化）の手順例 

 

②試験容器と器具の準備 

試験に必要なサイズの容器や器具および装置を用意する。コンタミネーションが生じないよう、使用前

に超純水等による洗浄等を行う。試験体を作製する容器は内部の混合状況が見えるように 50～300 mL 程

度のガラスバイアル瓶を使用し、密栓用の上蓋にはテフロン加工のブチルゴム栓とアルミシール等を用い

る。鉄粉と水との反応で水素ガスが発生するため 12)、試験容器の大きさは、使用する量の土壌を入れた際

におおよそ 3分の 1以上のヘッドスペースがとれる容量とする。 

③鉄粉を均一に混合するための試料調整（液固比の調整、図-4） 

土壌試料を容器に分取し、「4.3 採取試料の初期性状確認」にて測定した含水比等の結果をもとに、土

壌を自然含水比状態に調整する。次に、自然含水比状態の土壌に対して所定の重量割合の鉄粉を添加して

手で 1分程度振とう混合し、鉄粉が土壌中で均一に混合できるかどうかを目視で確認する。 

ａ：自然含水比状態で鉄粉が均一に混合できた場合、自然含水比を後述の「4.4 試料調整および試験体

作製 (2) 」における液固比とする。 

ｂ：自然含水比状態では鉄粉を均一に混合することが困難であった場合、加水を行って均一に混合可能

な液固比に調整する。加水した量は把握しておく。このとき、粘性土の場合や土質区分によっては

加水によりスラリー状にする場合もある。 

なお、複数の土質が存在する場合は土質区分毎に、鉄粉を均一に混合するのに適した液固比を把握して

おく。 
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図-4 鉄粉を均一に混合するための試料調整の手順例 

 

(2) 還元分解の効果を確認するための試験体作製手順（図-5、写真-2） 

試験体作製にあたり、前処理が必要な場合は「4.4 試料調整および試験体作製 (1) ①」と同様に実施する。 

①土壌を試験容器（バイアル瓶）内へ分取する。 

②所定量の鉄粉および「4.4 試料調整および試験体作製 (1) ③」で設定した液固比に調整するための水（地

下水や蒸留水）を試験容器内へ添加する。鉄粉の添加量は、過去の実績や予備検討等で定める。このとき、

「4.3 採取試料の初期性状確認」で測定した浄化対象物質の土壌溶出量が、「4.1 試験前の確認」における

現地での測定値よりも低かった場合は、浄化対象物質を添加する場合もある。 

③ヘッドスペースがある場合は、窒素ガス等で置換する。 

④テフロン加工のブチルゴム栓とアルミシール等で密栓する。 

⑤容器を手で 1分程度振とう混合し、土壌と地下水や蒸留水が均一に混合されていることを目視で確認する。 

 ⑥試験体を恒温槽内の暗所にて養生する。養生条件は後述の「4.5 養生」を参照。 

 

 

図-5 還元分解の効果を確認するための試験体作製の手順例 

 

     

写真-2 試験体の例（左：自然含水比状態の場合、右：スラリー状の場合） 

 

(3) 試験体作製の数量 

試験体は、測定 1回につき 1検体を消費する場合、作製する試験体の数量（ガラスバイアル瓶本数）＝鉄粉

添加量のケース数×測定回数となる。 
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例）鉄粉添加量が 4 wt%、6 wt%、8 wt%の 3ケース、測定回数を鉄粉添加後の翌日 1日目から 14日目まで

毎日測定するとした場合、3（ケース）×14（測定回数）＝42（試験体）となる。これ以外に、コント

ール試験用の試料も考慮する。 

(4) コントロール試験およびブランク試験の準備 

分解の進行が自然的要因やその他混入物等の影響ではなく、鉄粉の還元分解による効果であることを確認す

るため、鉄粉を添加せず土壌による影響のみを評価するコントロール試験を行う。 

また、土壌試料の代わりに、試験容器に超純水もしくは蒸留水と浄化対象物質を添加したブランク試験を実

施し、試験・分析操作による浄化対象物質の系外への揮発等による濃度の低減が無いことを確認する。 

 

4.5 養生 

 現地の地盤環境を模擬した条件で養生を行う。 

・養生条件 

振とう混合後はサイトに近い地盤条件（例：温度は 15℃）とし、恒温槽内に静置・養生する。 

・養生期間 

   想定する浄化期間や過去の実績等から、試験にかかる養生期間を設定する。 

 

4.6 測定 

「4.4 試料調整および試験体作製 (3) 」で設定した測定スケジュールに従い、以下に示す項目の測定を行う。 

・浄化対象物質 

   鉄粉による還元分解の効果を検証することを目的として、浄化対象物質および分解生成物の測定を行う。

分解の進行をリアルタイムに把握することが望ましいため、試験体中の液相やヘッドスペースガスをガラ

スシリンジで採取してガスクロマトグラフ等で測定する。 

ただし、測定最終回の試験体は分解効果をより正確に把握するために、公定法分析を行うことが望まし

い。その場合、試験体内部の混合物を全て取り出し、固液分離して土壌の公定法分析（平成 15年環境省告

示第 18号）を行う。あるいは液固比が 10：1となるように試験体に加水して一定時間振とう後、上澄み液

を採取して検液に用いる手法もある。 

・化学的性状、阻害要因 

   還元剤として用いる鉄粉の種類や特性によっては、鉄粉添加後に地盤中の pH が変化して自然由来重金

属が溶出する場合があるため、pHを測定する（例：JGS 0211 土懸濁液の pH試験方法）。 

 

4.7 試験結果の評価 

想定した養生期間経過後の試験結果（図-6）から、鉄粉に

よる還元分解の可能性を評価する。以下の項目のうち 1つ以

上を満たした場合、鉄粉による還元分解の適用可能性が高い

と判断する。 

・浄化対象物質および分解生成物の経時的な減少傾向が見

られ、浄化目標値以下に達する見込みがある 

・浄化対象物質および分解生成物が検出されない 

分解が十分に進行しなかった場合は、鉄粉の使用量増加や

種類の変更等を検討する。 

 

4.8 評価報告書の作成 

評価報告書を作成し、適用可能性の評価結果を報告する。 

・報告書記載事項の例 

   浄化対象物質、試料採取日、試料採取条件、鉄粉の添

加量、養生温度、測定結果とそれに基づく鉄粉を用いた

還元分解の可能性、浄化目標値以下に達するまでの時間 

 

 

 

  

図-6 試験結果の例 
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5. まとめ 

本稿では、VOCによる土壌・地下水汚染の原位置化学処理のうち、還元分解の適用可能性試験について具体

的な手順の一例を示した。汚染除去等計画の作成時や適用性を確認する際の判断の一助になればと考える。今

回提示した試験フローのさらなる改善のために、引き続き議論を重ねていきたい。 
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